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特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するた

めの日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による

財産の処分及び管理の特例に関する法律の公布について（通

知） 
 
 

 このたび、第 212 回国会において、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑

な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財

産の処分及び管理の特例に関する法律」（令和５年法律第 89 号。以下「特例法」と

いう。）が成立し、令和５年 12 月 20 日に公布されました（別添１・別添２）。特例

法は、一部を除き、公布の日から起算して 10 日を経過した日（令和５年 12 月 30
日）から施行することとされています。 

この法律は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者

の迅速かつ円滑な救済に資するため、３年間の時限立法として、日本司法支援セン

ターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めるもので

あり、宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）第 81 条第１項第１号に該当する事由

により所轄庁等からの解散命令請求等があった宗教法人に対し、一定の要件の下で、

不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例、財産目録等の作成及び提出の特

例並びに財産目録等の閲覧の特例を適用することとするものです。 
なお、参議院法務委員会においては、別添３のとおり附帯決議が付されています。 
特例法に規定する対象宗教法人に係る特例の主な内容は、下記のとおりですので

お知らせいたします。 

記 
 
１ 対象宗教法人 
（１） 特例法に規定する対象宗教法人は、宗教法人法第 81 条第１項第１号に該当

㊢ 



する事由があることを理由として、所轄庁若しくは検察官により解散命令の請求

が行われ又は裁判所の職権により解散命令に係る事件の手続が開始された宗教

法人であること（第２条第１項関係）。 
（２）特例法の規定は、同法の施行前に（１）の解散命令請求又は解散命令に係る事

件の手続（以下「特定解散命令請求等」という。）が開始された宗教法人にも適

用すること（附則第３条第１項関係）。 
 
２ 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例 
（１）指定宗教法人の指定（第７条関係） 

① 所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該 
対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができること。 
イ 特定解散命令請求等の原因となった行為又はこれらと同種の行為であっ

て対象宗教法人又はその関係者によるもの（特定不法行為等）による被害者

が相当多数存在することが見込まれること。 
ロ 当該対象宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があるこ

と。 
② 指定宗教法人の指定をしようとする場合においては、あらかじめ宗教法人 

審議会の意見を聴かなければならないこと。 
（２）不動産の処分等の所轄庁への通知及び公告の特例（第 10 条関係） 

① 指定宗教法人は、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、当該

不動産の処分又は担保としての提供の少なくとも１月前に、所轄庁に対し、そ

の要旨を示してその旨を通知しなければならないこと。 
② 所轄庁は、①の通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る要旨を公告し

なければならないこと。 
③ ①の通知をせずに行った不動産の処分又は担保の提供は、無効とすること

（宗教法人法第 24 条の準用）。 
（３）財産目録等の作成及び提出の特例（第 11 条及び附則第３条第３項から第５項

まで関係） 
① 指定宗教法人は、毎会計年度の各四半期終了後２月以内に、当該四半期の財

産目録、収支計算書及び貸借対照表をそれぞれ作成し、作成後 10 日以内にそ

の写しを所轄庁に提出しなければならないこと。 
② ①による財産目録等の作成及び提出の特例は、指定宗教法人の指定があった

日の属する四半期から適用すること。この場合において、指定宗教法人の指定

があった日の属する四半期が特例法の施行の日を含むものであるときは、当該

四半期については、貸借対照表の作成及び提出を要しないこと。 
 
３ 特別指定宗教法人の財産目録等の閲覧の特例 
（１）特別指定宗教法人の指定（第 12 条関係） 



① 所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対

象宗教法人を特別指定宗教法人として指定することができること。 
イ ２（１）①の指定宗教法人の指定の要件に該当すること。 
ロ 当該対象宗教法人の財産の内容及び額、その財産の処分及び管理の状況そ

の他の事情を考慮して、当該対象宗教法人について、その財産の隠匿又散逸

のおそれがあること。 
② 対象宗教法人が特別指定宗教法人として指定されたときは、当該対象宗教法

人（既に指定宗教法人の指定を受けているものを除く。）は、指定宗教法人の

指定を受けたものとみなすこと。 
③ 特別指定宗教法人の指定をしようとする場合においては、あらかじめ宗教法

人審議会の意見を聴かなければならないこと。 
（２）財産目録等の閲覧の特例（第 13 条及び附則第３条第６項関係） 

①  特定解散命令請求等の原因となった行為又はこれらと同種の行為であって

対象宗教法人又はその関係者によるもの（特定不法行為等）による被害者は、

所轄庁に対し、特別指定宗教法人の指定を受けた対象宗教法人に係る次の書類

の写しの閲覧を求めることができること。 
イ ２（３）により所轄庁に提出された各四半期の財産目録、収支計算書及び

貸借対照表 
ロ 宗教法人法第 25 条第４項の規定により特別指定宗教法人の指定前に提出

された前会計年度の財産目録、収支計算書及び貸借対照表 （当該指定があっ

た日が、会計年度終了後四月以内の日である場合において、前会計年度に係

る書類が提出されていないときにあっては、前々会計年度の財産目録、収支

計算書及び貸借対照表） 
② ①ロによる前会計年度等の財産目録等の写しの閲覧に係る特例は、特例法の

施行前に提出された財産目録等の写しについても適用すること。 
 
４ 施行期日 

特例法は、公布の日から起算して 10 日を経過した日（令和５年 12 月 30 日）か

ら施行すること。ただし、日本司法支援センターの業務の特例に係る規定（第２章

及び附則第３条第２項）は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において

政令で定める日から施行すること。 

 

（添付資料） 

別添１ 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日

本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び

管理の特例に関する法律（令和 5 年法律第 89 号） 



別添２ 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日

本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び

管理の特例に関する法律 概要 

別添３ 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日

本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管

理の特例に関する法律案に対する附帯決議（参議院法務委員会） 

 

 

 【本件担当】         
 文化庁宗務課        
 03-5253-4111（内線 2854） 
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（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
現
下
の
宗
教
法
人
（
宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
宗
教
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
め
ぐ
る
状
況
に
鑑
み
、
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な

救
済
に
資
す
る
た
め
、
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン

タ
ー
（
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下
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支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
特
例
並
び
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
特
例
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め
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（
定
義
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第
二
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こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
宗
教
法
人
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と
は
、
宗
教
法
人
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
命
令
の
請

求
が
行
わ
れ
又
は
同
項
に
規
定
す
る
事
件
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
宗
教
法
人
で
あ
っ
て
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当
該
請
求
又
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当
該
手
続
の
開
始
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の
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当
す
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う
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し
く
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に
よ
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求
又
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裁
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所
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に
よ
る
手
続
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開
始
で
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と
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令
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又
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教
法
人
に
対
す
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産
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す
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独
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す
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う
。
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す
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掲
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。 

 

一 
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又
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す
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。
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す
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掲
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す
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の
法
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提
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又
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電
磁
的
記
録
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電
子
的
方
式
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磁
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的
方
式
そ
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他
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の
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覚
に
よ
っ
て
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識
す
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で
き
な
い
方
式
で

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
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、
電
子
計
算
機
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よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
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と
す
る
こ
と
が
で
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る
者
に
対
し
特
定
被
害
者
に
係
る
民
事
事
件
手
続
に
必
要
な
書

類
又
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電
磁
的
記
録
の
作
成
を
依
頼
し
て
支
払
う
べ
き
報
酬
及
び
そ
の
作
成
に
必
要
な
実
費
の
立
替
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を
す
る
こ
と
。 



  
 

五 

 
 

ニ 

ハ
に
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す
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立
替
え
に
代
え
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す
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報
酬
及
び
実
費
に
相
当
す
る
額
を
支
援
セ
ン
タ
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に
支
払
う
こ
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を
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た
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た
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又
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ホ 

弁
護
士
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
法
律
相
談
を
取
り
扱
う
こ
と
を
業
と
す
る
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と
が
で
き
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者
に
よ
る
特
定
不
法
行
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等
に
関
す
る
法
律
相
談
（
刑
事
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
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を
実
施
す
る
こ
と
。 

 

二 

前
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
（
民
事
保
全
手
続
に
附
帯
す
る
担
保
の
提
供
に
係
る
業
務
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
。 

２ 

特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
は
、
対
象
宗
教
法
人
に
つ
い
て
特
定
解
散
命
令
請
求
等
に
係
る
裁
判
が
確
定
し
た
時
若
し
く

は
特
定
解
散
命
令
請
求
等
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
時
又
は
対
象
宗
教
法
人
が
解
散
（
特
定
解
散
命
令
請
求
等
に
係
る
裁
判
に
よ

る
解
散
を
除
く
。
）
を
し
た
時
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
時
前
に
そ
の
対
象
宗
教
法
人
に
係
る
特
定
不
法
行
為
等
に
つ
い
て
特

定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
の
実
施
に
係
る
援
助
の
申
込
み
を
し
た
特
定
被
害
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

支
援
セ
ン
タ
ー
が
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
総
合
法
律
支
援
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
業
務
方
法

書
に
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
に
関
し
、
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
の

実
施
に
係
る
援
助
の
申
込
み
及
び
そ
の
審
査
の
方
法
に
関
す
る
事
項
、
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
立
替
え
に
係



 

  
 

六 

る
報
酬
及
び
実
費
の
基
準
並
び
に
そ
れ
ら
の
償
還
に
関
す
る
事
項
、
同
号
ロ
及
び
ニ
に
規
定
す
る
報
酬
及
び
実
費
に
相
当
す

る
額
の
支
払
に
関
す
る
事
項
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
民
事
保
全
手
続
に
附
帯
す
る
担
保
の
提
供
に
係
る
業
務
の
実
施
に

係
る
費
用
の
償
還
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
償
還
及
び
当
該
支
払
は
、
特
定
被
害
者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
よ
う
、
特
定

被
害
者
に
係
る
民
事
事
件
手
続
の
準
備
及
び
追
行
が
さ
れ
て
い
る
間
猶
予
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
を
除
き
、
免
除
で
き
る
も
の
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

報
酬
及
び
実
費
の
償
還
及
び
支
払 
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合 

 
 

イ 

当
該
特
定
被
害
者
が
一
定
以
上
の
資
力
を
有
す
る
場
合 

 
 

ロ 

当
該
特
定
被
害
者
の
援
助
に
至
っ
た
経
緯
、
当
該
援
助
に
よ
る
支
援
セ
ン
タ
ー
の
財
務
に
対
す
る
影
響
そ
の
他
の
当

該
援
助
に
係
る
事
情
に
照
ら
し
、
免
除
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

二 

民
事
保
全
手
続
に
附
帯
す
る
担
保
の
提
供
に
係
る
業
務
の
実
施
に
係
る
費
用
の
償
還 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合 

 
 

イ 

当
該
特
定
被
害
者
が
当
該
民
事
保
全
手
続
に
関
し
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
当
該
民
事
保
全
手
続
に
係
る
相
手



  
 

七 

方
に
損
害
を
与
え
た
場
合 

 
 

ロ 

当
該
特
定
被
害
者
の
援
助
に
至
っ
た
経
緯
、
当
該
援
助
を
受
け
た
特
定
被
害
者
の
資
力
の
状
況
、
当
該
援
助
に
よ
る

支
援
セ
ン
タ
ー
の
財
務
に
対
す
る
影
響
そ
の
他
の
当
該
援
助
に
係
る
事
情
に
照
ら
し
、
免
除
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合 

 

（
総
合
法
律
支
援
法
の
適
用
） 

第
四
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
が
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
総
合
法
律
支
援
法
の

規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
ほ
か
、必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

政
令
で
定
め
る
。 

  
 

第
十
二
条 

 
 
 
 
 

 
 

こ
の
法
律 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

こ
の
法
律
及
び
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
並
び 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の 

 
 



 

  
 

八 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

九
号
。
以
下
「
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

法
」
と
い
う
。
） 

 

 
 

第
十
九
条
第
二
項
第
二
号 

 

こ
の
法
律 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

こ
の
法
律
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

場
合
を
含
む
。
） 

 
 

第
二
十
三
条
第
五
項 

 
 
 

こ
の
法
律
又
は
準
用
通
則
法
（
第
四 

こ
の
法
律
、
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

十
八
条 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

又
は
準
用
通
則
法
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
例
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

用
す
る
第
四
十
八
条 

 
 

第
二
十
三
条
の
二
第
一
項 

 

こ
の
法
律 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

こ
の
法
律
、
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

 
 

第
二
十
九
条
第
八
項
第
一
号 

同
じ
。
） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

同
じ
。
）
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
契
約
弁 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
護
士
等
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第 

 
 



  
 

九 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
特
定
被
害 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

者
法
律
援
助
契
約
弁
護
士
等
を
い
う
。
以
下
同 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

じ
。
） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

契
約
弁
護
士
等
に 
 
 

 
 
 
 

 

契
約
弁
護
士
等
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
契 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

約
弁
護
士
等
に 

 
 

第
二
十
九
条
第
八
項
第
二
号 
第
三
十
五
条
第
一
項 

 
 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
十
五
条 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

第
一
項 

 
 

第
三
十
条
第
二
項 
 
 

 
 

前
項
の
業
務 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

前
項
の
業
務
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
三
条
第 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

一
項
に
規
定
す
る
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

第
三
十
条
第
三
項 

 
 

 
 

前
二
項
の
業
務 

 
 
 

 
 
 
 

 
前
二
項
の
業
務
又
は
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事 

 
 



 

  
 

一
〇 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

業 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

契
約
弁
護
士
等 

 
 
 

 
 
 
 

 

契
約
弁
護
士
等
又
は
特
定
被
害
者
法
律
援
助
契 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

約
弁
護
士
等 

 
 

第
三
十
一
条 

 
 
 
 

 
 

業
務
は 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

業
務
並
び
に
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
は 

 
 

第
三
十
二
条
第
一
項 

 
 
 

前
条 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

各
業
務 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

各
業
務
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業 

 
 

第
三
十
二
条
第
二
項 

 
 
 

前
項 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

前
条 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条 

 
 

第
三
十
二
条
第
五
項 

 
 
 

業
務 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

業
務
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業 

 
 

第
三
十
三
条
第
一
項 

 
 
 

契
約
弁
護
士
等 

 
 
 

 
 
 
 

 
契
約
弁
護
士
等
又
は
特
定
被
害
者
法
律
援
助
契 

 
 



  
 

一
一 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

約
弁
護
士
等 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

又
は
第
二
項
の
業
務 

 
 
 
 
 

 

若
し
く
は
第
二
項
の
業
務
又
は
特
定
被
害
者
法 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

律
援
助
事
業 

 
 

第
三
十
三
条
第
二
項 

 
 
 

及
び
契
約
弁
護
士
等 
 

 
 
 
 

 

並
び
に
契
約
弁
護
士
等
及
び
特
定
被
害
者
法
律 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

援
助
契
約
弁
護
士
等 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

前
項 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

契
約
弁
護
士
等
の 

 
 

 
 
 
 

 

契
約
弁
護
士
等
又
は
特
定
被
害
者
法
律
援
助
契 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

約
弁
護
士
等
の 

 
 

第
三
十
四
条
第
二
項
第
六
号 

こ
の
法
律 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

こ
の
法
律
、
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

 
 

第
三
十
五
条
第
一
項 

 
 
 

業
務 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

業
務
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

契
約
弁
護
士
等 

 
 
 

 
 
 
 

 

契
約
弁
護
士
等
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
契 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
約
弁
護
士
等 



 

  
 

一
二 

 
 

第
三
十
五
条
第
二
項 

 
 
 

契
約
弁
護
士
等 

 
 
 

 
 
 
 

 

契
約
弁
護
士
等
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
契 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

約
弁
護
士
等 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項 

 

こ
の
法
律 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

こ
の
法
律
、
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

 
 

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項 

 

前
項 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項 

 
 

第
四
十
六
条
第
一
項 

 
 
 

以
外
の
業
務 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

以
外
の
業
務
並
び
に
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

業 

 
 

第
四
十
六
条
第
三
項
及
び
第 

第
一
項 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 

 
 

四
項 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一
項 

 
 

第
四
十
六
条
第
五
項 

 
 
 

前
各
項 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
一
項
、
第 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

二
項
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
用
す
る
前
二
項 



  
 

一
三 

 
 

第
四
十
八
条
の
表
第
三
条
第 

個
別
法 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

及
び
個
別
法 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

三
項
の
項 

 
 
 
 
 

 
 

総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法 

、
総
合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

律
第
七
十
四
号
） 

 
 

 
 
 
 

 

十
四
号
）
及
び
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
並
び 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

九
号
。
以
下
「
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

法
」
と
い
う
。
） 

 
 

第
四
十
八
条
の
表
第
三
十
九 

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八 

総
合
法
律
支
援
法
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者 

 
 

 
 

条
の
二
第
一
項
の
項 

 
 
 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
の 

特
例
法
第
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

規
定
を
含
む
。
） 

 
 

 
 
 
 

 

る
総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
用
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
、
特
定 

 
 



 

  
 

一
四 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

第
四
十
八
条
の
表
第
五
十
条 

及
び
総
合
法
律
支
援
法 

 
 
 
 

 

、
総
合
法
律
支
援
法
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害 

 
 

 
 

の
項 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

者
特
例
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
特
定
不
法
行 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

第
四
十
八
条
の
表
第
五
十
条 
総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八 

総
合
法
律
支
援
法
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者 

 
 

 
 

の
四
第
六
項
の
項 

 
 

 
 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
の 

特
例
法
第
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

規
定
を
含
む
。
） 

 
 

 
 
 
 

 

る
総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

用
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
、
特
定 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

第
四
十
八
条
の
表
第
六
十
四 

総
合
法
律
支
援
法
（
同
法
第
四
十
八 

総
合
法
律
支
援
法
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者 

 
 

 
 

条
第
一
項
の
項 

 
 
 

 
 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
法
律
の 

特
例
法
第
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

規
定
を
含
む
。
） 

 
 

 
 
 
 

 
る
総
合
法
律
支
援
法
第
四
十
八
条
に
お
い
て
準 

 
 



  
 

一
五 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

用
す
る
こ
の
法
律
の
規
定
を
含
む
。
）
及
び
特 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

第
四
十
九
条
第
三
号 

 
 
 

第
四
十
六
条
第
一
項 

 
 
 
 
 

 

特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
十
六
条 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

第
一
項 

 
 

第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号 
こ
の
法
律 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

こ
の
法
律
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

場
合
を
含
む
。
） 

 
 

第
五
十
四
条
第
一
項
第
四
号 

若
し
く
は
第
五
項 

 
 

 
 
 
 

 

、
同
条
第
五
項
（
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

例
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

す
る
場
合
を
含
む
。
） 

 
 

第
五
十
四
条
第
一
項
第
五
号 

業
務
以
外 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

業
務
及
び
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
以
外 

 
 
 

 
 

第
五
十
四
条
第
一
項
第
八
号 

第
四
十
二
条
の
二
第
二
項 

 
 
 

 
第
四
十
二
条
の
二
第
二
項
（
特
定
不
法
行
為
等 

 
 



 

  
 

一
六 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

被
害
者
特
例
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
） 

 

（
法
務
省
令
へ
の
委
任
） 

第
五
条 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
章
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。 

 
 
 

第
三
章 

宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
特
例 

 
 
 
 

第
一
節 

解
釈
規
定 

第
六
条 

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
文
部
科
学
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
宗
教
法
人
に
お
け
る
信
仰
、
規
律
、

慣
習
等
宗
教
上
の
事
項
に
つ
い
て
い
か
な
る
形
に
お
い
て
も
調
停
し
、
若
し
く
は
干
渉
す
る
権
限
を
与
え
、
又
は
宗
教
上
の

役
職
員
の
任
免
そ
の
他
の
進
退
を
勧
告
し
、
誘
導
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
干
渉
す
る
権
限
を
与
え
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な

ら
な
い
。 

２ 

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
宗
教
法
人
が
公
共
の
福
祉
に
反
し
た
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
他
の
法
令
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

第
二
節 

指
定
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
特
例 



  
 

一
七 

 
（
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
） 

第
七
条 

所
轄
庁
は
、
対
象
宗
教
法
人
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
対
象
宗
教
法
人
を
指
定
宗
教

法
人
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

当
該
対
象
宗
教
法
人
に
係
る
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
が
相
当
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

 

二 

当
該
対
象
宗
教
法
人
の
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
状
況
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
（
以
下
単
に
「
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
所
轄
庁
は
、
当
該
所
轄
庁
が
文
部
科
学
大
臣
で
あ
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
宗
教
法
人
審
議
会
に
諮
問
し
て

そ
の
意
見
を
聴
き
、
当
該
所
轄
庁
が
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
文
部
科
学
大
臣
を
通
じ
て
宗
教
法
人
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

所
轄
庁
は
、
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
指
定
宗
教
法
人
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
そ
の
他
の
当
該
指
定
宗
教
法
人
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

指
定
宗
教
法
人
の
指
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。 

５ 

所
轄
庁
は
、
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
宗
教
法
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば



 

  
 

一
八 

な
ら
な
い
。 

６ 
所
轄
庁
は
、
公
示
さ
れ
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
の
解
除
） 

第
八
条 

所
轄
庁
は
、指
定
宗
教
法
人
に
つ
い
て
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

（
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
の
失
効
） 

第
九
条 

指
定
宗
教
法
人
の
指
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

 

一 

当
該
指
定
宗
教
法
人
に
係
る
特
定
解
散
命
令
請
求
等
に
係
る
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
。 

 

二 

当
該
指
定
宗
教
法
人
に
係
る
特
定
解
散
命
令
請
求
等
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
と
き
。 

 

三 

当
該
指
定
宗
教
法
人
が
解
散
し
た
と
き
（
第
一
号
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）
。 

２ 

第
七
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

（
不
動
産
の
処
分
等
の
所
轄
庁
へ
の
通
知
及
び
公
告
の
特
例
） 



  
 

一
九 

第
十
条 

指
定
宗
教
法
人
は
、
宗
教
法
人
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
す
る
ほ
か
、
不
動
産
を
処
分
し
、
又
は
担
保

に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
不
動
産
の
処
分
又
は
担
保
と
し
て
の
提
供
の
少
な
く
と
も
一
月
前
に
、所
轄
庁
に
対
し
、

そ
の
要
旨
を
示
し
て
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

所
轄
庁
は
、
指
定
宗
教
法
人
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
通
知
に
係
る
要
旨
を
公

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

宗
教
法
人
法
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
し
た
不
動
産
の
処
分
又
は
担
保
と
し
て
の
提
供
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

（
財
産
目
録
等
の
作
成
及
び
提
出
の
特
例
） 

第
十
一
条 

指
定
宗
教
法
人
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
宗
教
法
人
法
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
一
項
中
「
財
産
目
録
及
び
収
支
計
算
書
を
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
会
計
年
度
の
収
支
計
算
書
を
、
毎
会
計
年
度
の
各
四
半

期
（
会
計
年
度
の
期
間
を
三
月
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
終
了
後
二
月
以
内
に
当
該

四
半
期
の
財
産
目
録
、
収
支
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
を
そ
れ
ぞ
れ
」
と
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
貸
借
対
照
表
を
作
成

し
て
い
る
場
合
に
は
貸
借
対
照
表
」
と
あ
る
の
は
「
貸
借
対
照
表
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
な



 

  
 

二
〇 

ら
ず
、
ま
た
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
宗
教
法
人
の
事
務
所
に
備
え
ら
れ
た
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
が
毎
会
計
年
度

の
各
四
半
期
終
了
ご
と
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
作
成
後
十
日
以
内
に
そ
の
写
し
を
所
轄
庁
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
（
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速
か
つ

円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
並
び
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理

の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
九
号
。
以
下
「
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
宗
教
法
人
法
第
八
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
二
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
不
法
行

為
等
被
害
者
特
例
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
五
条
第
四
項
」
と
す
る
。 

 
 
 
 

第
三
節 

特
別
指
定
宗
教
法
人
の
財
産
目
録
等
の
閲
覧
の
特
例 

 

（
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
等
） 

第
十
二
条 

所
轄
庁
は
、
対
象
宗
教
法
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
対
象
宗
教
法
人
を



  
 

二
一 

特
別
指
定
宗
教
法
人
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 
第
七
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

 

二 

当
該
対
象
宗
教
法
人
の
財
産
の
内
容
及
び
額
、
そ
の
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
当

該
対
象
宗
教
法
人
に
つ
い
て
、
そ
の
財
産
の
隠
匿
又
は
散
逸
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
宗
教
法
人
が
特
別
指
定
宗
教
法
人
と
し
て
指
定
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
対
象
宗
教
法
人
（
当
該

指
定
を
受
け
た
時
に
お
い
て
既
に
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
を

受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

第
七
条
（
第
一
項
を
除
く
。
）
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
特
別
指
定
宗
教
法
人
と
し
て
指
定
さ
れ
た
対
象
宗
教
法
人
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
由
が
消
滅

し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
（
当
該
対
象
宗
教
法
人
が
同
項
第
一
号
に
規
定

す
る
事
由
に
引
き
続
き
該
当
す
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
対
象
宗
教
法
人
は
、
当
該
解
除
が
さ
れ
た
日
に
指
定
宗
教
法

人
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

指
定
宗
教
法
人
が
特
別
指
定
宗
教
法
人
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
宗
教
法
人
に
つ
い
て
、
第
八
条
第



 

  
 

二
二 

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
と
き
又
は
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
宗
教
法
人
の
指

定
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
当
該
特
別
指
定
宗
教
法
人
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
（
以
下

単
に
「
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
」
と
い
う
。
）
が
解
除
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

第
七
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
第
三
項
後
段
及
び
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

（
財
産
目
録
等
の
閲
覧
の
特
例
） 

第
十
三
条 

特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
は
、
宗
教
法
人
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
又
は
帳
簿
の
閲
覧
を
請
求
す
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
対
象
宗
教
法
人
が
特
別
指
定
宗
教

法
人
の
指
定
を
受
け
た
と
き
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
当
該
対
象
宗
教
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
の
写
し
の
閲
覧
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
宗
教
法
人
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類 

 

二 

宗
教
法
人
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
前
に
提
出
さ
れ
た
同
条
第
二
項
第
三
号

に
掲
げ
る
書
類
（
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
前
会
計
年
度
（
同
日
が
当
該
特
別
指



  
 

二
三 

定
宗
教
法
人
の
会
計
年
度
終
了
後
四
月
以
内
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
前
会
計
年
度
に
係
る
書
類
が
提
出
さ
れ

て
い
な
い
と
き
に
あ
っ
て
は
、
前
々
会
計
年
度
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
を
し
た
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
は
、
当
該
閲
覧
に
よ
り
知
り
得
た
事
項
を
、
当
該
特

定
不
法
行
為
等
に
関
す
る
自
己
の
権
利
を
実
現
す
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
第
三
者
に
提
供
し
て
は
な

ら
な
い
。 

 
 
 
 

第
四
節 

補
則 

 

（
特
定
解
散
命
令
請
求
等
の
所
轄
庁
へ
の
通
知
） 

第
十
四
条 

裁
判
所
は
、
特
定
解
散
命
令
請
求
等
が
あ
っ
た
と
き
（
当
該
特
定
解
散
命
令
請
求
等
が
所
轄
庁
に
よ
り
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
宗
教
法
人
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
特
例
） 

第
十
五
条 

宗
教
法
人
審
議
会
は
、
宗
教
法
人
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
そ

の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
。 

 

（
聴
聞
の
特
例
） 



 

  
 

二
四 

第
十
六
条 

宗
教
法
人
法
第
八
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
及
び
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
に
係
る
聴

聞
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
事
務
の
区
分
） 

第
十
七
条 

こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

 
 
 
 

第
五
節 

罰
則 

第
十
八
条 

指
定
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
、そ
の
代
務
者
又
は
仮
代
表
役
員
が
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
怠
り
、

又
は
虚
偽
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
章
及
び
附
則
第
三

条
第
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
（
次
条
及
び
同
項

に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。 



  
 

二
五 

 
（
準
備
行
為
） 

第
二
条 

支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
一
部
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
の
実
施
に
必
要
な
準
備
行
為
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
そ
の
請
求
が
行
わ
れ
又
は
そ
の
手
続
が
開
始
さ
れ
た
特
定
解
散
命
令

請
求
等
に
係
る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

２ 

一
部
施
行
日
か
ら
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
第
三
条
第
一
項
（
第
一
号
ハ
及
び
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ハ
中
「
書

類
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
書
類
」
と
、
「
必
要
な
書
類
又
は
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
必
要
な
書
類
」
と
、
同
号
ニ
中
「
書
類
又

は
電
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
」
と
す
る
。 

３ 

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
が
あ
っ
た
日
（
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
宗
教
法
人



 

  
 

二
六 

の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
対
象
宗
教
法
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
四
半
期
（
指
定
宗
教
法
人
の
会
計
年
度
の
期
間
を
三
月
ご
と
に
区
分
し
た

各
期
間
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
適
用
す
る
。 

４ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
が
あ
っ
た
日
の
属
す
る
四
半
期
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
を
含
む
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
四
半
期
に
係
る
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
収
支
計
算
書
及
び
貸

借
対
照
表
を
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
収
支
計
算
書
を
」
と
、
「
「
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
貸
借

対
照
表
」
と
あ
る
の
は
「
貸
借
対
照
表
」
」
と
あ
る
の
は
「
「
収
支
計
算
書
並
び
に
貸
借
対
照
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に

は
貸
借
対
照
表
」
と
あ
る
の
は
「
収
支
計
算
書
」
」
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者

特
例
法
附
則
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
特
定
不
法
行
為
等
被
害
者
特
例
法
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
す
る
。 

６ 

第
十
三
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
提
出
さ
れ
た
同
号
に
掲
げ
る



  
 

二
七 

書
類
の
写
し
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 
 

特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅 

第
三
章
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 
 
 

速
か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の 

 
 
 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特 

 
 
 

例
並
び
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処 

 
 
 

分
及
び
管
理
の
特
例
に
関
す
る
法
律 

 
 
 

（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
九
号
） 

 

（
こ
の
法
律
の
失
効
） 

第
五
条 

こ
の
法
律
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

２ 

こ
の
法
律
の
失
効
前
に
支
援
セ
ン
タ
ー
が
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事
業
の
実
施
に
係
る
援
助
の
申
込
み
を
受
け
た
事
案
に



 

  
 

二
八 

つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
後
も
、
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
。 

３ 

こ
の
法
律
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、こ
の
法
律
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
項
の
規
定
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

４ 

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
失
効
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

（
検
討
） 

第
六
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
こ
の
法
律
の
延
長
及
び
財

産
保
全
の
在
り
方
を
含
め
こ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、①日本司法支援センター(以下「法テラス」)

の業務の特例、②宗教法人による財産の処分・管理の特例を定める〔３年間の時限立法（附則第５条）〕。 

１ 本件特例の対象となる被害者 

  特定不法行為等に係る被害者 

２ 特例の内容 

  ① 被害者の資力を問わずに援助すること。 

  ② 費用の償還・支払を一定期間猶予すること。 

  ③ 償還等を免除できる範囲を通常より拡大することとし、その範囲を具体的に規定すること。 

１ 財産の処分及び管理の特例（第７条～第１１条） 

 ⑴ 本件特例の対象となる宗教法人【＝指定宗教法人】 

   対象宗教法人のうち、次の要件に該当すると認めるものについて、指定する（※）。 

  ① 被害者が相当多数と見込まれること。   

  ② 所轄庁として、財産処分・管理の状況を把握する必要があること。 

 ⑵ 特例の内容（宗教法人法２３条～２５条の特例） 

  ① 指定宗教法人は、不動産の処分・担保の提供の少なくとも一月前に、所轄庁に通知すること。 

  ② 通知を受けた所轄庁は、速やかにその通知に係る要旨を公告すること。 

  ③ 通知をせずになされた不動産の処分・担保の提供は、無効とすること。 

  ④ 指定された日の属する四半期以降、四半期ごとに財務書類（財産目録・収支計算書・貸借対照表）を作

成して、その写しを所轄庁に提出すること（通常は、１年ごとの作成・提出）。 

２ 財産目録等の閲覧の特例（第１２条・第１３条） 

 ⑴ 本件特例の対象となる宗教法人【＝特別指定宗教法人】 （指定宗教法人の指定を経ない指定も可） 

   対象宗教法人のうち、次の要件に該当すると認めるものについて、指定する（※）。 

  ① 指定宗教法人の要件に該当すること。 

  ② 財産の内容・額、財産の処分・管理の状況等を考慮して、財産の隠匿・散逸のおそれがあること。 

 ⑵ 特例の内容（宗教法人法２５条の特例） 

   所轄庁は、提出された財務書類の写しを、被害者に対して閲覧させること。 

（※）指定宗教法人・特別指定宗教法人の指定に当たっては、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聴くこと。 

 

１ 対象宗教法人 

  解散命令の請求が行われ又は事件の手続が開始された宗教法人であって、次の要件に該当するもの 

  ① 当該手続の開始に係る請求等が「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行

為をしたこと」といった公益侵害を理由とするものであること。 

  ② 当該手続が、公的機関（所轄庁・検察官による請求又は裁判所の職権）により開始されたものであるこ

と。 

２ 特定不法行為等 

  解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由となる行為その他の行為及びこれら

と同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるもの 

  

 趣旨（第１条） 

法テラスの業務の特例（第２章） 

宗教法人による財産の処分・管理の特例（第３章） 

定義（第２条） 

特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの 

業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律 概要 

○公布の日から１０日を経過した日から施行。ただし、法テラスの業務の特例は、公布の日から３月以内に施行。 

○施行後３年を目途として、この法律の延長及び財産保全の在り方を含め検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて法制上の措置その他所要の措置を講ずるものとすること。 

施行期日等（附則） 

別添２ 



特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の

特
例
並
び
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

参

議

院

法

務

委

員

会 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
法
テ
ラ
ス
」
と
い
う
。
）
が
本
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事

業
を
遅
滞
な
く
開
始
し
、
そ
の
目
的
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
予
算
を
確
保
し
て
、
弁
護
士
等
に
よ

る
支
援
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ
と
。 

二 

本
法
に
基
づ
い
て
特
定
被
害
者
が
迅
速
か
つ
円
滑
に
被
害
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
本
法
の
趣
旨
や
法
テ
ラ
ス

の
業
務
等
に
つ
い
て
周
知
広
報
を
十
分
に
図
る
こ
と
。 

三 

指
定
宗
教
法
人
及
び
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
は
、
当
該
宗
教
法
人
及
び
そ
の
信
者
の
信
教
の
自
由
に
十
分
に
配
慮
し

つ
つ
、
遅
滞
な
く
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

s-takabayashi
スタンプ



四 

関
係
省
庁
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
本
法
の
運
用
に
係
る
適
切
な
政
省
令
の
策
定
等
に
つ
い
て
必
要
な
取
組
を
直
ち
に
行
う

こ
と
。 

五 

本
法
施
行
後
、
法
テ
ラ
ス
の
業
務
の
特
例
、
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
・
管
理
の
特
例
等
に
よ
る
被
害
者
救
済
の
状

況
等
を
勘
案
し
、
具
体
的
に
検
討
す
る
べ
き
課
題
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
三
年
を
待
た
ず
に
、
信
教
の
自
由
に
十
分

配
慮
し
つ
つ
、
解
散
命
令
の
請
求
等
に
係
る
対
象
宗
教
法
人
に
関
す
る
財
産
保
全
の
在
り
方
を
含
め
検
討
を
行
う
こ
と
。
あ

わ
せ
て
、
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
の
実
情
に
つ
い
て
、
相
談
窓
口
に
お
け
る
相
談
状
況
や
関
連
法
令
の
施
行
状
況
等

の
検
証
、
被
害
者
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
て
更
に
調
査
を
行
い
、
被
害
者
救
済
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
更
な

る
法
整
備
そ
の
他
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

六 

旧
統
一
教
会
問
題
に
起
因
す
る
親
族
間
の
問
題
、
心
の
悩
み
、
宗
教
二
世
を
含
む
こ
ど
も
が
抱
え
る
問
題
等
の
解
決
に
向

け
、
法
テ
ラ
ス
を
中
核
と
し
た
相
談
対
応
、
精
神
的
支
援
、
児
童
虐
待
や
生
活
困
窮
問
題
の
解
決
に
向
け
た
支
援
等
を
一
体

的
か
つ
迅
速
に
提
供
す
る
な
ど
の
被
害
者
に
寄
り
添
っ
た
相
談
・
支
援
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
必
要
な
予
算
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
元
信
者
や
宗
教
二
世
等
の
方
々
、
こ
れ
ま
で
旧
統
一
教
会
問
題
の
被
害
者
支
援
を
行
っ
て
き
た
有
識

者
等
の
知
見
も
活
用
す
る
こ
と
。 



  
 

右
決
議
す
る
。 


